
無利息普通預金（決済用預金）規定 

 

１．（決済用預金の定義） 

（１） 決済用預金とは、①要求払預金（預入期間が決まっておらず、いつでも払戻ができ

る預金）、②通常必要な決済サービスが利用可能、③無利息（当行とお客さまとの間

で利息を付さないことを約定した場合）、の３要件を満たす預金であり、預金保険制 

度による全額保護の対象となります。 

（２） 無利息普通預金（または無利息総合口座普通預金）は、決済用預金に該当します。 

 

２．（無利息普通預金の「普通預金規定第６条」に係る取扱） 

   無利息普通預金には、普通預金規定第６条に基づく利息の組入れはございません。 

※普通預金規定第６条（利息） 

 この預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの

残高から除く。）１,０００円以上について付利単位を１００円として、毎年２月と８月

の当行所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算のうえこの預金に

組入れます。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。 

 

３．（無利息総合口座普通預金の「八十二総合口座取引規定第８条第１項」に係る取扱） 

無利息総合口座の普通預金には、八十二総合口座取引規定第８条第１項に基づく利息

の組入れはございません。 

※総合口座取引規定第８条第１項（預金利息の支払い） 

 普通預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの

残高から除く。）１,０００円以上について付利単位を１００円として、毎年２月と８月

の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、普通預金に組入

れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

 

４．（既存普通預金または既存総合口座普通預金を無利息普通預金または無利息総合口座  

  普通預金へ切替える場合の未払利息の取扱） 

切替のお申込日に未払いの普通預金利息または総合口座普通預金利息がある場合は、

その利息を清算し、当該口座にご入金いたします。ただし、総合口座の貸越利息および

クイックローン貸越利息の取扱には、変更はございません。 

 

５．（規定の適用） 

  この規定に定めのない事項については、次の当行規定により取扱います。 

    普通預金規定 

    総合口座取引規定 

以 上 
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